
不 動 産 の 取 得 に

不動産の取得に対しては，一般的には不動産取得税が課税されます。また，取

得の方法によっては相続税及び贈与税が課税されます。

この反面，一定の要件に該当する住宅等を取得したときは，所得税や個人住民

税の特別税額控除が受けられます。

不動産取得税（県税）

家屋を建築（新築・増築・改築）したり，土地や家屋の売買，交換，贈与等に

よって不動産を取得した人に，取得時に１回限り課税される税金です。

■税額の計算方法

課税標準額
（不動産の価格） × ４

１００（税率） ＝ 税 額

１．税率等の特例

! 平成１５年４月１日から平成２４年３月３１日までの住宅及び土地の取得につい

ては，税率が ３
１００となります。

" 住宅以外の家屋について，平成１５年４月１から平成１８年３月３１日までの取

得については，税率が ３
１００となり，平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日

までの取得については，税率が３．５１００となり，平成２０年４月１日以後の取得に

ついては，税率が ４
１００となります。

■宅地評価土地を取得したときの課税標準の特例
宅地や宅地比準土地を取得した場合には，次のような特例があります。

土 地 の 取 得 の 時 期 軽減措置（課税標準額）

平成９年１月１日～平成２４年３月３１日 土地の評価額×１／２
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■不動産の価格
不動産の買い入れ価格や建築工事費に関係なく，国できめた固定資産評価基

準（固定資産の評価基準や評価方法などを定めたもの。）によって評価し決定

された価格（これを「評価額」といいます。）をいいます。

１．免 税 点

課税標準額が次の金額に満たない場合には，課税されません。

土 地 土地の取得 ………………………………………………………………１０万円

家 屋
建築（新・増・改築）による取得 ……………………１戸につき ２３万円

売買・交換・贈与などによる取得 ……………………１戸につき １２万円

■非 課 税
相続による不動産の取得，土地区画整理事業等での換地の取得，債権の消滅

により譲渡担保財産の所有権が設定後２年以内に設定者に移転した場合の設定

者の取得などについては課税されません。

■公共事業により収用された場合等の特例
土地収用法等による公共事業のために不動産を収用され，又は譲渡した場合，

代わりの不動産を２年以内に取得したときの課税標準額は，

代わりに取得した
不動産の価格 － 収用され，若しくは譲渡した不動産の価格

又は移転補償金の対象家屋の価格

となります。

また，収用され又は譲渡した日の前１年以内に，代わりの不動産を取得して

いたときの税額は，

代わりに取得した
不 動 産 の 価 格×税率 － 収用され，若しくは譲渡した不動産の価格

又は移転補償金の対象家屋の価格×税率

となります。

!注 代わりの不動産の取得であることを，必要書類を添えて申告していただく

必要があります。
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■住宅を取得したときの特例控除
次の住宅を取得した場合には，その住宅の価格（固定資産の評価額）から一

定額が控除されます。

１．対象となる住宅

( 新築住宅（増・改築を含みます。）を取得又は新築未使用住宅を購入した場合

１戸あたりの床面積（注）が５０㎡～２４０㎡であれば（賃貸共同住宅の場合は４０㎡～

２４０㎡）住宅の価格から一定額が控除されます。

!注 １戸あたりの床面積には，附属家・車庫等も含まれます。また，増・改

築の場合は，増・改築後の住宅全体の床面積によります。

※ これに該当する住宅を以下「特例適用住宅」といいます。

・控除される額（控除額）

１，２００万円（最高）"
$
$
&

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に
規定する認定長期優良住宅の新築又は購入
（新築未使用に限ります。）の場合（平成２１年６
月４日から平成２４年３月３１日までの間に取得
した場合に限ります。）

１，３００万円（最高）
#
%
%
'

・税額計算

（住宅の価格－控除額）× ３
１００＝税額

) 既存（中古）住宅を取得した場合

個人が，自分が住むために取得した中古住宅で，住宅の床面積が５０㎡～２４０

㎡であり，次のいずれかの要件に該当していれば，住宅の価格から一定額が

控除されます。

① 木造・軽量鉄骨造の住宅の場合，新築後２０年以内であること。

② 非木造（注１）の住宅の場合，新築後２５年以内であること。

③ 平成１７年４月１日以後に取得したもので，昭和５７年１月１日以後に新築

された住宅であること。

④ 平成１７年４月１日以後に取得したもので，新耐震基準を満たすことを証

明（注２）された住宅であること。ただし，住宅取得前２年以内に耐震基準調

査が終了したものに限ります。

（注１） 非木造の住宅とは，コンクリートブロック造，鉄骨造，鉄筋コン

クリート造，鉄骨鉄筋コンクリート造などのものです。

（注２） 証明を行うことができる者（市町村長，建築士等）や証明書の様

式などくわしくは，県税局等（５５ページ）までお問い合わせください。

※ これに該当する住宅を以下「既存住宅」といいます。
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・控除される額（控除額）

取得した中古住宅が新築された日 控除額（最高）

昭和２９年７月１日～昭和３８年１２月３１日 １００万円

昭和３９年１月１日～昭和４７年１２月３１日 １５０万円

昭和４８年１月１日～昭和５０年１２月３１日 ２３０万円

昭和５１年１月１日～昭和５６年６月３０日 ３５０万円

昭和５６年７月１日～昭和６０年６月３０日 ４２０万円

昭和６０年７月１日～平成元年３月３１日 ４５０万円

平成元年４月１日～平成９年３月３１日 １，０００万円

平成９年４月１日以降 １，２００万円

・税額計算

（住宅の価格－控除額）× ３
１００＝税額

■住宅用土地を取得したときの特例（税額控除）
次の住宅用土地を取得した場合には，税額の一部減額ができます。

１．減額を受ける要件

! 特例適用住宅（注１）用土地を取得した場合

次のいずれかの要件に該当すること。

① 土地を取得した日から３年以内に，その土地の上に特例適用住宅を新築

したとき。（ただし，当該土地を取得した者が当該土地を引き続き所有し

ている場合又は当該住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者に

より行われる場合に限ります。）

② 土地を取得した人が，その土地を取得した日前１年以内に，その土地の

上に特例適用住宅を新築していたとき。

③ 特例適用住宅の要件に該当する新築未使用の土地付建売住宅（分譲マン

ションを含みます。）を新築後１年以内に取得したとき。
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" 既存住宅（注１）等（注２）用土地を取得した場合

次のいずれかの要件に該当すること。

① 土地を取得した人が，その土地を取得した日から１年以内に，その土地

の上にある既存住宅等を自分が住むために，取得したとき。（土地付中古住

宅の取得を含みます。）

② 土地を取得した人が，その土地を取得した日前１年以内に，その土地の

上にある既存住宅等を自分が住むために，取得していたとき。

（注１） ここでいう「特例適用住宅」及び「既存住宅」とは，住宅を取得

したときの特例控除（４ページ参照）の条件を満たす住宅です。

（注２） ここでいう「既存住宅等」とは，「既存住宅」と新築から１年を

超える未使用の特例適用住宅です。

２．減額される額

減額される額は，次の!又は"のいずれかの多い方の額となります。

! ４５，０００円

土地１㎡当たりの評価額
の１／２の額 × 住宅１戸の延床面積の２倍

（住宅１戸につき最高２００㎡） × ３
１００"

■申告と納税額
１．申 告

不動産を取得した日から６０日以内に，不動産の所在地の県税局等，若しくは

市町村に「不動産の取得に係る申告書」を提出しなければなりません。

なお，既に説明した各種軽減措置を受ける場合には，次のような申告が必要

です。

! 住宅を取得したときの特例控除に係る申告（４ページ参照）

住宅を取得した日から６０日以内に，県税局等に次の書類を添付して特例控

除の申告をする必要があります。

新築住宅

① 家屋の登記事項証明書

② 平面図（併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合）
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③ 認定通知書（写し）（認定長期優良住宅の場合）

!注 長期優良住宅の認定は，徳島県住宅課又は徳島市建築課で行っていま

す。長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知

書の写し，認定計画実施者の地位の承継があった場合には，認定通知書

及び地位の承継の承認通知書の写しが必要となります。

既存住宅

① 家屋の登記事項証明書

② 平面図（併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合）

③ 住民票の写し

④ 耐震基準適合証明書（特例控除の条件として使用する場合）

" 住宅用土地を取得したときの特例に係る申告（５ページ参照）

住宅用土地を取得した日から６０日以内に，県税局等に次の書類を添付して

減額の申告をする必要があります。

① 住宅の登記事項証明書

② 土地の取得者と新築住宅の取得者が異なる場合は，土地の登記事項証明

書（証明日付が住宅新築日以降のもの）

③ 平面図（併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合）

④ 住民票の写し（既存住宅等の場合）

!注 住宅を取得したときの特例控除又は住宅用土地を取得したときの特例

に係る申告は，不動産の取得に係る申告書にこれらの適用がある旨を付

記すれば，申告があったものとみなされます。

２．住宅用土地の取得に係る徴収猶予

住宅用土地を取得して「税率等の特例（２ページ参照）」，「住宅用土地を取得

したときの特例（５ページ参照）」に該当する場合には減額相当分が徴収猶予で

きます。

徴収猶予を受けたいときは，不動産の取得に係る申告と同時に徴収猶予の申

告をしてください。（申告時には建築基準法に規定する確認済証等が必要になり

ます。）

３．納 税

県税局等から送られてくる納税通知書により，定められた納期限までに県税

局等の窓口のほか，銀行などの金融機関（５５ページ）で納めてください。
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